
平
成
二
十
年
十
月
六
日
提
出

質

問

第

七

一

号

短
期
在
留
外
国
人
の
厚
生
年
金
脱
退
一
時
金
支
給
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

和

田

�

志
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短
期
在
留
外
国
人
の
厚
生
年
金
脱
退
一
時
金
支
給
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

わ
が
国
の
厚
生
年
金
制
度
は
、
被
用
者
の
老
齢
給
付
の
み
な
ら
ず
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
保
険
給
付
を
行
い
、
被
用
者

及
び
そ
の
遺
族
の
生
活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
事
業
主
と
の
間
に
一
定
の
使
用
関
係
が
認
め

ら
れ
れ
ば
、
被
用
者
の
日
本
国
籍
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
強
制
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
制
度
が
短
期
在
留
外
国
人
に
適
用
さ
れ
た
場
合
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
在
留
外
国
人
労
働
者
が
短
期
間
で

帰
国
し
た
場
合
に
は
、
国
際
的
な
年
金
通
算
協
定
の
締
結
ま
で
の
間
の
経
過
措
置
と
し
て
、
脱
退
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
脱
退
一
時
金
が
、
短
期
間
で
帰
国
し
た
外
国
人
労
働
者
に
実
際
に
ど
の
程
度
支
払
わ
れ
て
い
る
の
か
。
本
制

度
を
利
用
可
能
な
企
業
に
ど
の
程
度
周
知
徹
底
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
未
払
い
の
脱
退
一
時
金
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ

て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
対
策
が
早
急
に
改
善
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

脱
退
一
時
金
の
支
払
い
請
求
の
実
数
と
金
額

�

本
制
度
開
始
年
度
か
ら
、
制
度
適
用
可
能
な
加
入
件
数
と
併
せ
て
支
払
い
請
求
件
数
と
総
額
を
示
せ
。

一



�

請
求
さ
れ
な
い
ま
ま
未
払
い
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
脱
退
一
時
金
の
総
額
と
件
数
を
示
せ
。
外
国
人
労
働
者
が

国
民
年
金
に
移
行
し
た
と
認
め
ら
れ
る
件
数
に
つ
い
て
明
確
に
示
せ
。

�

未
払
い
の
脱
退
一
時
金
の
総
額
と
処
理
方
法
に
つ
い
て
明
確
に
示
せ
。

二

脱
退
一
時
金
制
度
が
、
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
た
め
に
企
業
等
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
周
知
方
法
如
何
。

�

外
国
人
労
働
者
が
脱
退
一
時
金
を
受
け
取
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て
示
せ
。

�

本
制
度
の
企
業
及
び
加
入
者
本
人
に
対
す
る
周
知
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
示
せ
。

�

外
国
人
労
働
者
を
積
極
的
に
雇
用
し
て
い
る
企
業
が
倒
産
し
た
場
合
等
、
外
国
人
労
働
者
の
本
国
帰
国
を
想
定
し
た
周

知
方
法
は
あ
る
の
か
示
せ
。

三

こ
れ
ら
実
態
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
未
払
い
金
額
の
総
額
と
処
理
方
法
、
企
業
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
手
続
き
が
利
用
し
や
す

い
簡
便
な
手
続
き
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
周
知
方
法
に
つ
い
て
十
分
な
も
の
で
あ
る
か
の
所
感
を
示
さ
れ
た
し
。

右
質
問
す
る
。

二


